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市
内
の
中
小
企
業
者
ま
た
は
、
市
内

で
新
た
に
事
業
を
始
め
る
中
小
企
業
者

が
事
業
資
金
や
開
業
資
金
を
調
達
す
る

た
め
、
市
と
取
扱
金
融
機
関
と
の
提
携

及
び
信
用
保
証
機
関
の
協
力
に
よ
り
実

施
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
審
査
に
時
間
が
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
内
融
資
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
取
扱
金
融
機
関
に
ご
相

談
下
さ
い
。

　

取
り
扱
い
は
次
の
金
融
機
関
の
町
田

市
内
に
あ
る
支
店
等
で
行
っ
て
い
ま

す
。

○
取
扱
金
融
機
関　

八
千
代
・
横
浜
・

三
井
住
友
・
み
ず
ほ
・
東
京
都
民
・
り

そ
な
・
東
日
本
・
山
梨
中
央
の
各
銀

行
、
城
南
・
横
浜
・
芝
の
各
信
用
金

庫
、
町
田
市
農
業
協
同
組
合

※
金
融
機
関
、
信
用
保
証
機
関
の
審
査

に
よ
り
、
融
資
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。

町町町町町町町町町町町町町町 田田田田田田田田田田田田田田 市市市市市市市市市市市市市市町 田 市
中中中中中中中中中中中中中中 小小小小小小小小小小小小小小 企企企企企企企企企企企企企企 業業業業業業業業業業業業業業中小企業
融融融融融融融融融融融融融融 資資資資資資資資資資資資資資 制制制制制制制制制制制制制制 度度度度度度度度度度度度度度融資制度

※バリアフリー化整備資金、環境改善整備資金及び緊急資金は他の資金と重複して申し込みができます。融資資格確認書を発行しますので、事前にご相談下さい。
※この制度は、信用保証機関（東京信用保証協会）の保証が必要です。また、信用保証機関の指示により上表のほかに保証人を要することもあります。
※信用保証料の約１／２を５万円を限度（バリアフリー化整備資金及び環境改善整備資金は全額）として融資時に
補助します。また利子については（　）内の利率による額を年２回に分け補助します。

町 田 市 中 小 企 業 融 資 制 度 概 要
保証人融資期間・返済方法融資利率融資限度額融資の種類

法人は代表
者個人の連
帯保証が必
要

５年以内（６か月の据置期間を含む）割賦返済年利２．２％（１．５％）

１，０００万円

運 転 資 金
７年以内（６か月の据置期間を含む）割賦返済設 備 資 金

７年以内（１２か月の据置期間を含む）割賦返済年利１．８％（１．８％）バリアフリー化整備資金
環 境 改 善 整 備 資 金

年利２．０％（１．５％）開 業 資 金

５年以内（６か月の据置期間を含む）割賦返済　５００万円緊 急 資 金
年利２．２％（１．５％）小規模企業特別資金

□問
 

経
済
振
興
課
11
７
２
４
・
２
１
２
９

ご利用下さい

　
　

月　

日
に
行
わ
れ
る
農
産
物
品
評

１１

２５

会
で
審
査
し
、　

日
の
太
陽
と
緑
の
ま

２６

つ
り
で
展
示
・
即
売
す
る
予
定
で
す
。

○
出
品
資
格　

市
内
在
住
の
方
が
市
内

で
作
っ
た
農
産
物

○
出
品
方
法　
　

月　

日
午
前
８
時
〜

１１

２５

９
時
に
野
津
田
公
園
陸
上
競
技
場
前
農

産
物
品
評
会
場
に
直
接
お
持
ち
下
さ

い
。

○
出
品
点
数　

１
出
品
者
１
種
類
に
つ

き
１
点

※
出
品
す
る
野
菜
に
応
じ
て
規
格
が
あ

市
民
農
園
な
ど
で
作
っ
た
農
産
物
を

品
評
会
に
出
品
し
ま
せ
ん
か
？

り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
役
所
森
野
分
庁

舎
２
階
の
農
業
振
興
課
に
備
え
付
け
の

出
品
規
格
を
ご
覧
下
さ
い
。

※
手
作
り
農
産
物
の
品
評
会
に
は
農
家

の
方
の
出
品
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

※
出
品
さ
れ
た
農
産
物
は
お
返
し
し
ま

せ
ん
。

□問
 

農
業
振
興
課
11
７
２
４
・
２
１
６
６

本
町
田
の
一
部
で

公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
ま
す

　
　

月　

日
（
金
）
か
ら
、
本
町
田
の

１１

２４

一
部
で
公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
、
利
用
が
で
き
る
区
域
に
建
物

を
所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
切
り
替
え

工
事
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
指
定
工
事
店

名
簿
を
配
布
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
利
用
開
始
に
伴
い
、

図
面
等
を
ご
覧
（
縦
覧
）
に
な
れ
ま

す
。

○
縦
覧
日
時　
　

月　

日
（
火
）
〜　

１１

１４

２２

日
（
水
）
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

○
縦
覧
場
所　

下
水
道
部
業
務
課
（
成

瀬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

【
切
り
替
え
工
事
に
つ
い
て
】

　

く
み
取
り
便
所
（
し
尿
浄
化
槽
を
含

む
）
を
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事

は
、
指
定
工
事
店
に
依
頼
し
て
下
さ

い
。
な
お
、
切
り
替
え
工
事
に
対
す
る

費
用
の
一
部
を
お
貸
し
す
る
貸
付
金
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。

【
公
共
下
水
道
へ
の
切
り
替
え
工
事
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
】

　

く
み
取
り
便
所
の
家
庭
は
３
年
以
内

に
、
浄
化
槽
使
用
の
家
庭
は
遅
滞
な
く

（
１
年
以
内
に
）
公
共
下
水
道
へ
の
切

り
替
え
工
事
を
し
て
下
さ
い
。

【
工
事
は
必
ず
指
定
工
事
店
で
】

　

市
の
指
定
工
事
店
と
偽
り
、
下
水
道

利
用
（
予
定
）
区
域
内
で
、
宅
地
内
に

お
け
る
公
共
下
水
道
へ
の
切
り
替
え
工

事
（
浄
化
槽
か
ら
の
切
り
替
え
工
事
を

含
む
）
を
勧
誘
す
る
業
者
が
い
る
よ
う

で
す
。
市
で
は
一
定
の
水
準
を
有
す
る

技
術
者
が
専
属
し
、
市
長
が
指
定
を
し

た
工
事
店
で
な
い
と
公
共
下
水
道
へ
の

切
り
替
え
工
事
が
で
き
な
い
指
定
工
事

店
制
度
を
と
っ
て
い
ま
す
。
工
事
を
申

し
込
む
際
に
は
、
必
ず
指
定
工
事
店
か

ど
う
か
確
認
し
て
契
約
す
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

□問
 

下
水
道
部
業
務
課
11
７
２
０
・
１
８

３
３

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
及

び
住
宅
改
修
助
成
を

行

い

ま

す

　

こ
の
制
度
は
、
耐
震
診
断
・
耐
震
改

修
及
び
住
宅
改
修
に
要
し
た
経
費
の
一

部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
に

強
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
と
居
住
環
境

の
向
上
及
び
住
宅
の
高
寿
命
化
を
図
り

ま
す
。

【
木
造
住
宅
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
助

成
】

　

木
造
住
宅
耐
震
改
修
助
成
制
度
に
基

づ
く
耐
震
改
修
を
行
っ
た
場
合
、
「
税

制
改
正
に
よ
る
所
得
税
額
の
特
別
控

除
」
が
う
け
ら
れ
ま
す
。

○
対
象
住
宅　

昭
和　

年
５
月　

日
以

５６

３１

前
に
建
築
確
認
を
得
て
建
築
さ
れ
た
２

階
建
て
以
下
の
戸
建
て
木
造
住
宅

○
対
象
者　

助
成
対
象
住
宅
を
所
有
す

る
市
民
で
、
既
に
納
期
の
経
過
し
た
市

税
を
完
納
し
て
い
る
方

〈
耐
震
診
断
〉

○
助
成
金
の
交
付
額　

耐
震
診
断
に
要

し
た
経
費
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た

額
と
し
、　

万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

１０

〈
耐
震
改
修
〉

○
助
成
対
象　

①
町
田
市
木
造
住
宅
耐

震
診
断
助
成
金
交
付
要
綱
に
基
づ
く
耐

震
診
断
の
結
果
、
総
合
評
点
が
１
・
０

未
満
と
診
断
さ
れ
た
も
の
②
耐
震
改
修

を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
、
事
後
の
耐

震
診
断
の
総
合
評
点
が
１
・
０
以
上
に

な
る
と
判
断
で
き
る
こ
と

○
助
成
金
の
交
付
額　

耐
震
改
修
に
要

し
た
経
費
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た

額
と
し
、　

万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

５０

【
住
宅
改
修
助
成
】

○
対
象
住
宅　

自
己
の
居
住
の
用
に
供

す
る
専
用
部
分
で
戸
建
て
住
宅
と
分
譲

マ
ン
シ
ョ
ン

○
対
象
者　

助
成
対
象
住
宅
を
所
有
す

る
市
民
で
、
既
に
納
期
の
経
過
し
た
市

税
を
完
納
し
て
い
る
方

○
助
成
対
象
工
事　

①
屋
根
を
ふ
き
替

え
る
等
の
耐
久
性
向
上
改
修
工
事
②
段

差
解
消
等
の
加
齢
対
応
型
住
宅
改
修
工

事
③
親
子
等
直
系
親
族
の
二
世
帯
が
住

移
動
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
巡
回
場
所
）

休
止
の
お
知
ら
せ

　

「
鶴
川
区
画
整
理
事
務
所
前
」
は
造

成
工
事
の
た
め
、　

月
か
ら
休
止
し
ま

１１

す
。
来
春
に
は
新
し
い
公
園
で
再
開
す

る
予
定
で
す
。

□問
 

さ
る
び
あ
図
書
館
11
７
２
２
・
３
７

６
８

む
た
め
に
居
室
・
ト
イ
レ
等
を
設
置
す

る
二
世
帯
住
宅
改
修
工
事
④
化
学
物
質

を
使
用
し
な
い
内
装
材
へ
の
張
り
替
え

や
断
熱
材
使
用
に
よ
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

化
の
環
境
共
生
住
宅
改
修
工
事
及
び
吹

き
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
等
の
措
置

を
講
じ
る
改
修
工
事

※
詳
細
は
、
住
宅
課
に
相
談
し
て
下
さ

い
。

○
助
成
対
象
と
な
る
改
修
工
事
費　

消

費
税
を
含
ま
な
い　

万
円
以
上

４０

○
助
成
金
の
交
付
額　

住
宅
改
修
に
要

し
た
経
費
に
１
０
０
分
の
５
を
乗
じ
て

得
た
額
と
し
、　

万
円
を
限
度
と
し
ま

１０

す
。

※
申
し
込
み
前
に
、
事
前
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

※
申
し
込
み
は
、
改
修
工
事
の
着
手
前

に
行
っ
て
下
さ
い
。
着
手
ま
た
は
完
了

後
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
し
て
下
さ
い
。

○
受
付
場
所　

住
宅
課
（
中
町
第
二
庁

舎
１
階
）

□問
 

住
宅
課
11
７
２
４
・
１
１
３
０

防
ご
う
！
高
齢
者
虐
待

　

今
年
４
月
に
「
高
齢
者
虐
待
の
防

止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援

等
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
虐

待
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
を
見
つ
け
た

人
は
市
町
村
へ
の
通
報
が
義
務
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。

〈
高
齢
者
虐
待
と
は
〉

　

高
齢
者
虐
待
は
、
暴
力
的
な
行
為

（
身
体
的
虐
待
）
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
暴
言
や
無
視
、
い
や
が
ら
せ
（
心

理
的
虐
待
）
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
を
さ
せ
な
い
、
世
話
を
し
な
い

な
ど
の
行
為
（
介
護
、
世
話
の
放
棄
・

放
任
）
や
、
勝
手
に
高
齢
者
の
資
産
を

使
っ
て
し
ま
う
な
ど
の
行
為
（
経
済
的

虐
待
）
、
性
的
な
い
や
が
ら
せ
（
性
的

虐
待
）
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

高
齢
者
の
虐
待
は
様
々
な
要
因
が
重

な
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
す
。
虐
待
を

し
て
い
る
人
に
自
覚
が
あ
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
介
護
疲
れ
や
ス
ト
レ
ス
・
自

身
が
病
気
等
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ

と
か
ら
虐
待
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

高
齢
者
虐
待
は
身
近
に
起
こ
り
う
る

問
題
で
す
。
地
域
の
「
気
づ
き
」
が
虐

待
を
防
止
し
深
刻
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
虐
待
に
気
づ
い
た
ら
、
次
の

窓
口
に
ご
連
絡
、
ご
相
談
下
さ
い
。

虐
待
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
本
人
も
相
談

（
届
出
）
が
で
き
ま
す
。

○
相
談
・
通
報
窓
口　

各
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
、
地
域
包
括
推
進
セ
ン
タ

ー
（
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
）
11
７

１
０
・
２
４
０
４
、
町
田
市
高
齢
者
福

祉
課
高
齢
者
虐
待
防
止
係
11
７
２
４
・

２
１
４
０

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実

施

し

ま

す

　

犬
・
猫
た
ち
の
新
た
な
飼
い
主
を
探

す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。
犬

・
猫
の
飼
育
相
談
コ
ー
ナ
ー
も
併
設
し

ま
す
の
で
相
談
の
み
の
方
も
お
い
で
下

さ
い
。

○
日
時　
　

月　

日
（
日
）
午
前　

時

１１

２６

１０

〜
正
午
（
雨
天
実
施
）

○
会
場　

境
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

【
犬
・
猫
の
飼
育
を
希
望
し
て
い
る

方
】

　

当
日
は
、
住
所
・
氏
名
が
確
認
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
下
さ
い
。
ま
た
、
実

際
に
譲
渡
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
会
場

で
面
接
の
う
え
、
動
物
と
の
適
性
も
含

め
な
が
ら
主
催
者
側
で
決
定
し
ま
す
。

※
当
日
の
引
き
渡
し
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
犬
・
猫
の
新
た
な
飼
い
主
を
探
し
た

い
方
】

　

犬
・
猫
の
写
真
を
持
参
し
、
環
境
保

全
課
ま
で
申
し
込
ん
で

下
さ
い
。
健
康
診
断
受

診
等
の
義
務
が
あ
り
ま

す
の
で
時
間
の
余
裕
を

も
っ
て
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

○
主
催　

ま
ち
だ
動
物
愛
護
の
つ
ど
い

実
行
委
員
会

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

　

２
０
０
５
年
度
に
補
助
金
交
付
な
ど

市
か
ら
財
政
的
支
援
を
受
け
た
団
体
の

う
ち
、
監
査
対
象
と
な
っ
た
６
団
体
と

そ
の
所
管
部
課
に
つ
い
て
の
監
査
結
果

報
告
書
が　

月
６
日
に
監
査
委
員
か
ら

１１

市
長
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

監
査
結
果
報
告
書
は
、
市
政
情
報

「
や
ま
び
こ
」
や
、
市
立
図
書
館
で
閲

覧
で
き
ま
す
（
頒
布
は
し
て
い
ま
せ

ん
）
。
ま
た
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
監
査
事
務
局
の
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で

き
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。

□問
 

監
査
事
務
局
11
７
２
４
・
２
５
４
７

財財財財財財財財財財財
政政政政政政政政政政政
援援援援援援援援援援援
助助助助助助助助助助助
団団団団団団団団団団団
体体体体体体体体体体体
等等等等等等等等等等等
監監監監監監監監監監監
査査査査査査査査査査査
ののののののののののの

結結結結結結結結結結結
果果果果果果果果果果果
報報報報報報報報報報報
告告告告告告告告告告告
書書書書書書書書書書書
ががががががががががが

提提提提提提提提提提提
出出出出出出出出出出出
さささささささささささ
れれれれれれれれれれれ
ままままままままままま
ししししししししししし
たたたたたたたたたたた

戦傷病者手帳身体障害者手帳介護保険被保険者証
障がいの
程度障がい名障がいの

程度障がい名障がいの
程度障がい名障がいの

程度障がい名要介護状態区分

特別
項症
～
第３
項症

心　臓　じん臓
呼吸器　ぼうこう
直　腸　小　腸

特別
項症
～
第２
項症

両下肢
体　幹

１・３級
心　臓　じん臓
呼吸器　ぼうこう
直　腸　小　腸１・２級

両下肢
体　幹
移動機能

要介護　５
※ 注 意 １　介護保険の認
定は有効期間が定めてあり、
更新の手続きが必要なため、
更新のたびごとに新規申請
の手続きが必要です。 １～３級免　疫
代理記載制度について　上記のいずれかに該当され、かつ身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が１級または戦傷病者手帳に上肢
または視覚の障がいの程度が特別項症から第２項症までである者として記載されている方で、ご自身で字を書くことが困難な方は、あらかじ
め選挙管理委員会の委員長に届け出た者（選挙権を有する者に限る）に投票に関する記載をさせることができる制度です。
※手帳の級が上記級であっても、手帳に複数の障がい名または、表以外の障がい名が記載されている場合は該当しないこともあります。

○郵便等による不在者投票とは？
　身体に重度の障がいがあり、投票所へ行くことが困難な方
が、郵便等のやりとりによって自宅等で投票できる制度です。
○該当となる方は？
　代理記載制度の該当者を除いてご自身で字を書くこ
とができ、下記のいずれかに該当される方
①介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護５
である者として記載されている方　※注意１
②身体障害者手帳をお持ちの方で下表の障がいに該当
する者として記載されている方
③戦傷病者手帳をお持ちの方で下表の障がいに該当す
る者として記載されている方

○申請方法は？
　いつでも申請できます。選挙管理委員会にある申請
書にご記入のうえ、介護保険の被保険者証、身体障害
者手帳または戦傷病者手帳を添えて申請して下さい
（申請書は郵送もします）。該当となる方に郵便等投
票証明書を交付します。
○ご注意
　申請後、郵便等投票証明書を交付するまでに２か月
程度かかることもあります。郵便等投票証明書には、
有効期限があります。有効期限が過ぎた場合は、あら
ためて申請手続きが必要です。特に選挙直前だと間に
合わないこともあります。申請はお早めに！

□問 選挙管理委員会11７２４・２１６８

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票

�郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票

�郵便等による不在者投票�

　
　

月　

日
（
火
）
午
後
２
時
以

１１

１４

降
は
、
市
役
所
本
庁
舎
の
総
合
訓

練
の
た
め
、
一
般
駐
車
場
が
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

　

市
役
所
第
二
駐
車
場
を
ご
利
用

下
さ
い
。

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１
６
５

利
用
で
き
ま
せ
ん

市
役
所
一
般
駐
車
場


